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■ ２０２１年度 賃金労働条件確定要求書を提出 

【要求書の提出】 

令和 3 年度の人事院勧告が、8 月 11 日に

行われました。人事院勧告は例年 8 月頃に公

務員給与と民間給与の較差是正や労働条件

の変更等を勧告するものです。今年度の主な

勧告内容は「月例給については、較差が非常

に小さいことから改定なし。一方、特別給(ボ

ーナス)に関しては、民間の支給割合(民

4.32 カ月、公 4.45 カ月)を 0.13 カ月上回っ

ていることから、0.15 カ月引き下げを行う

勧告がなされました。 

その勧告を受け、組合としては、アンケー

ト結果や執行役員(組合員)からの意見を元

に 2021 年度確定要求書を作成し、10 月 25

日に要求書を総務部長に提出しました。本来

であれば、より組合員の声を届ける為に、要

求内容について代議委員会で報告・承認を得

た後、提出・交渉を行っていますが、コロナ

禍の影響により開催が難しい状況となって

いるため、意見聴取の機会が減り、より身近

な要求が出来なかったことに対し、大変申し

訳なく思います。今後は、コロナが収束次第、

要求書提出前に代議委員会を開催するよう

進めてまいります。 

【交渉について】 

11 月 5 日に第 1 回確定要求交渉を行いました。昨年の特別手当の引き下げでは、夏季特別休暇を 8 日から 10 日(夏休

12 日※2 日年休使用による)にするという内容で合意しましたが、本年については、下げ幅が大きく、職員の生活環境

に影響を及ぼすことから、①人事院勧告どおりに引下げを行わないこと、②手当の新設や既存手当の増額をすること、

③新たな休暇制度を設けること、を要求しました。 

当局から引き出した回答としては、①災害応急作業等手当を引き上げる、②夏季特別休暇を前年同様に 10 日とする、

③アニバーサリー休暇の新設、の 3 点です。組合としては、上記の内容では合意に至らないと当局に申し出し、再度交

渉を行うことを約束し、第 1 回目の交渉を終了しました。第 2 回目の交渉では、金銭の引き下げの代替については手当

など金銭面で対応することについて、引き続き要求行う予定です。今後の合意については、組合員皆様がより良い年末

を迎えられるよう、執行部一同で交渉してまいりますので、一任をしていただきたくお願い申し上げます。今後ともご

理解とご協力をお願い致します。 



             

 
【市川市職員組合のホームページへのログイン情報】 

 URL：https://www.ichikawa-shishoku.jp/ 

＜組合員サイトへのログイン＞ 

ユーザ名（ID） ：ichikawashisyoku 

  パスワード（PW）： ５７８４ 
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職員組合からのお知らせ 

市川市職員組合事務所移転のお知らせ 

11 月 1 日より、市川市職員組合事務所が下記の 
とおり移転しましたのでお知らせいたします。 
ご連絡が遅くなり、組合員の皆様にはご迷惑を 
お掛けしまして申し訳ございませんでした。 

今後とも宜しくお願い致します。 
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